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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側面間の中央部に上面から底面に至る錠孔を有し、その錠孔の両側に一対の脚部挿入
孔が形成された錠本体と、長さが相違する一対の脚部を有し、各脚部が前記脚部挿入孔の
それぞれにスライド自在に挿入されたＵ字形の掛け金と、キー孔を有し、そのキー孔が前
記錠本体の底面に露出するようにして前記錠孔内に組み込まれ、そのキー孔に挿入される
操作キーにより操作される錠シリンダと、その錠シリンダの上側位置に組み込まれ、前記
掛け金をロックすべく前記錠シリンダにより作動されるロック機構とからなる南京錠にお
いて、
　前記一対の脚部挿入孔のうち、前記掛け金の短脚部が挿入された脚部挿入孔内にスライ
ドピンと、そのスライドピンを上向きに付勢する弾性部材とを組込み、前記スライドピン
の前記脚部挿入孔の下端開口から外部に露出する下端部に、前記弾性部材の弾性力により
錠本体の下面に密着して前記錠孔の底面開口を覆うシリンダキャップを取り付け、
　前記ロック機構が、前記錠シリンダにより回動されるテールピースと、そのテールピー
スに連動して回転する円柱状のロッキングピースと、前記錠孔と前記脚部挿入孔を連通す
るポケットに収容されたボールとからなり、前記ボールが、前記短脚部に形成された切欠
部に対して係脱自在とされ、前記ロッキングピースにはボールが切欠部に嵌合する状態で
ボールが係合解除する方向に向けて移動するのを阻止する小径の円筒状保持面と、係合解
除する方向に向けて移動を許容する軸方向溝とを設けた構成とされ、
　前記テールピースの上部に小径円筒面を設け、その小径円筒面にＯリングを嵌合して、
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前記小径円筒面と錠孔の内径面間をシールしたことを特徴とする南京錠。
【請求項２】
　前記シリンダキャップが、前記錠孔の底面開口径より大きな接触円でもって錠本体の下
面に密着するゴム製のキャップシールを有してなる請求項１に記載の南京錠。
【請求項３】
　前記錠本体の下端部に前記脚部挿入孔の下部を外部に連通する通水孔を設けた請求項１
又は２に記載の南京錠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、角形の錠本体の上面から突設するＵ字形の掛け金を施錠対象物に引っ掛け
て施錠する南京錠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　南京錠は、下記特許文献１に記載されているように、錠本体に形成された一対の脚部挿
入孔にＵ字形掛け金に設けられた一対の長さの異なる脚部をスライド自在に挿入し、その
一対の脚部挿入孔間に形成された錠孔内に錠シリンダを組み込み、その錠シリンダに形成
されたキー孔に操作キーを挿入して錠シリンダを操作し、その錠シリンダによりロック機
構を作動させて掛け金を施錠位置でロックするようにしている。
【０００３】
　上記のような南京錠においては、錠シリンダとして、ピンタンブラ錠が多く用いられる
が、悪戯によって解錠される可能性が高いため、近年では、電子部品が内装された錠シリ
ンダが多く用いられるようになってきている。いずれの錠シリンダも操作キーが挿入され
るキー孔が錠本体の下面において開口する組込みとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００１－５２６３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、南京錠においては、上記のように、錠本体の下面でキー孔が開口しているた
め、その南京錠が屋外において使用されると、キー孔から内部に雨水や塵埃が侵入して錠
シリンダが故障する可能性がある。
【０００６】
　この発明の課題は、錠シリンダのキー孔から内部に水や塵埃等の異物が侵入するのを確
実に防止することができるようにした南京錠を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、この発明においては、両側面間の中央部に上面から底面に
至る錠孔を有し、その錠孔の両側に一対の脚部挿入孔が形成された錠本体と、長さが相違
する一対の脚部を有し、各脚部が前記脚部挿入孔のそれぞれにスライド自在に挿入された
Ｕ字形の掛け金と、キー孔を有し、そのキー孔が前記錠本体の底面に露出するようにして
前記錠孔内に組み込まれ、そのキー孔に挿入される操作キーにより操作される錠シリンダ
と、その錠シリンダの上側位置に組み込まれ、前記掛け金をロックすべく前記錠シリンダ
により作動されるロック機構とからなる南京錠において、前記一対の脚部挿入孔のうち、
前記掛け金の短脚部が挿入された脚部挿入孔内にスライドピンと、そのスライドピンを上
向きに付勢する弾性部材とを組込み、前記スライドピンの前記脚部挿入孔の下端開口から
外部に露出する下端部に、前記弾性部材の弾性力により錠本体の下面に密着して前記錠孔
の底面開口を覆うシリンダキャップを取り付けた構成を採用している。
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【０００８】
　上記の構成からなる南京錠においては、キー孔に操作キーを挿入して回動操作するとロ
ック機構が作動して、掛け金のロックを解除する。そのロック解除により掛け金を外部に
引くことにより、短脚部が脚部挿入孔から引き出され、掛け金を施錠対象物に対して掛け
外しすることができる。
【０００９】
　また、掛け金を施錠対象物に掛け、掛け金の短脚部を脚部挿入孔に位置合わせした後、
掛け金を押し込むと、短脚部が脚部挿入孔内に挿入される。その挿入後、操作キーを復帰
回動させると、ロック機構が作動して掛け金がロックされ、操作キーの引き抜きにより施
錠対象物の施錠とすることができる。
【００１０】
　上記の構成からなる南京錠においては、シリンダキャップを開放し、錠本体の表面に錠
シリンダのキー孔を外部に露出させ、そのキー孔に操作キーを挿入して、解錠、施錠の操
作とする。ここで、シリンダキャップの開放に際しては、そのシリンダキャップを弾性部
材の弾性に抗して引き下げ、錠本体の下面からシリンダキャップを離反させた状態で、ス
ライドピンを中心にシリンダキャップを回動させ、その揺動側端部を錠孔と対向する位置
から周方向に退避させて錠シリンダのキー孔を外部に露出させる。
【００１１】
　また、施錠後においては、シリンダキャップを揺動側端部が錠孔と対向する位置まで回
動させ、弾性部材の復元弾性によりシリンダキャップを錠本体の下面に密着させて、シリ
ンダキャップの揺動側の端部でキー孔を覆い、水や塵埃等の異物がキー孔に侵入するのを
防止する。
【００１２】
　ここで、シリンダキャップに錠孔の底面開口径より大きな接触円でもって錠本体の下面
に密着するゴム製のキャップシールを設けておくのがよい。キャップシールを設けること
により、そのキャップシールの位置で良好なシール性を得ることができるため、キー孔へ
の異物の侵入を効果的に防止することができる。
【００１３】
　ロック機構として、錠シリンダにより回動されるテールピースと、そのテールピースに
連動して回転する円柱状のロッキングピースと、錠孔と脚部挿入孔を連通するポケットに
収容されたボールとからなり、上記ボールが、掛け金の短脚部に形成された切欠部に対し
て係脱自在とされ、上記ロッキングピースにはボールが切欠部に嵌合する状態でボールが
係合解除する方向に向けて移動するのを阻止する小径の円筒状保持面と、係合解除する方
向に向けての移動を許容する軸方向溝とを設けた構成のものを採用することができる。
【００１４】
　上記のようなロック機構の採用において、テールピースの上部に小径円筒面を設け、そ
の小径円筒面にＯリングを嵌合して、上記小径円筒面と錠孔の内径面間をシールするのが
よい。
【００１５】
　上記のように、テールピースの小径円筒面と錠孔の内径面間をＯリングでシールするこ
とにより、錠孔の上部開口から内部に異物が侵入したとしても、その異物はＯリングによ
って錠シリンダ側に移動するのが阻止され、錠シリンダの上側から内部への異物の侵入を
防止することができる。
【００１６】
　また、錠本体の下端部に脚部挿入孔の下部を外部に連通する通水孔を設けておくのがよ
い。通水孔を設けると、脚部挿入孔内に浸入する雨水等の水を通水孔から外部に自然排出
させることができ、脚部挿入孔と掛け金の脚部の接触での錆の発生を防止し、掛け金の抜
き差し操作が阻害されることがなく、良好な操作性を長期に亘って維持することができる
。
【発明の効果】
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【００１７】
　この発明においては、上記のように、弾性部材の弾性力によって錠本体の下面にシリン
ダキャップを密着させて錠シリンダが組み込まれた錠孔の下端開口を覆うようにしたので
、南京錠が風雨に晒される屋外での使用において、錠シリンダのキー孔から内部に水や塵
埃等の異物が侵入するのを確実に防止することができる。
【００１８】
　また、シリンダキャップを引き下げてスライドピンを中心に回動させると、シリンダキ
ャップの揺動側端部が錠孔の下端開口と対向する位置から退避してキー孔が開放し、その
開放状態とされたシリンダキャップを揺動側端部が錠孔の下端開口と対向する位置まで復
帰回動させて引き下げを解除すると、シリンダキャップが弾性部材の弾性力により引き上
げられて錠本体の下面に密着し、キー孔が閉鎖されるため、キー孔を極めて簡単に開閉操
作することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明に係る南京錠の斜視図
【図２】図１の縦断面図
【図３】シリンダキャップの開放状態を示す断面図
【図４】図３の平面図
【図５】図３の底面図
【図６】ロック機構のロック解除状態を示す断面図
【図７】図２に示す南京錠の分解斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１に示すように、この発明に
係る南京錠は、錠本体１と、掛け金９とを有している。
【００２１】
　図１乃至図５に示すように、錠本体１は角形をなし、その上面には角形のプレート嵌合
凹部２が設けられている。一方、錠本体１の下面には、中央部に円形の突出部３と、一端
部に膨出部４が設けられ、その膨出部４の上記突出部３と対向する内側面５は突出部３を
中心とする円弧面とされている。
【００２２】
　錠本体１には、プレート嵌合凹部２の底面から突出部３の下面に至る錠孔６と、その錠
孔６の両側に一対の脚部挿入孔７、８とが設けられ、その脚部挿入孔７、８のそれぞれに
Ｕ字形掛け金９の両端部に形成された一対の長さが相違する脚部１０、１１がスライド自
在に挿入されている。
【００２３】
　一対の脚部挿入孔７、８のうち、長さの短い側の脚部１０（以後「短脚部１０」という
）が挿入された脚部挿入孔７は下端に至るに従って内径が次第に小さくなる段付き孔とさ
れて内周に第１段部１２および第２段部１３が設けられ、その第１段部１２と第２段部１
３間における中径孔部７ａの下端部は、錠本体１の側面下部で開口する通水孔１４を介し
て外部と連通している。
【００２４】
　一方、長さの長い側の脚部１１（以後「長脚部１１」という）が挿入された脚部挿入孔
８の下端部は、膨出部４の下面で開口する通水孔１５を介して外部と連通している。
【００２５】
　錠孔６内には、錠シリンダ１６が組み込まれている。錠シリンダ１６は、外筒１７およ
びその外筒１７内組み込まれ内筒１８を有し、上記内筒１８にはキー孔１９が形成され、
そのキー孔１９に操作キー２０を挿入することにより内筒１８が外筒１７に対して相対的
に回転可能とされるピンタンブラ錠からなっているが、そのピンタンブラ錠においては、
先行技術文献等に記載された従来から周知のものであるため、詳細については図示省略し
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ている。なお、錠シリンダ１６は、ピンタンブラ錠に限定されず、キー孔を有し、そのキ
ー孔に挿入される操作キーの回動によって施解錠されるものであればよい。
【００２６】
　上記錠シリンダ１６はキー孔１９を下向きとして錠孔６内に組み込まれ、外筒１７が錠
本体１に対して回り止めされ、かつ、錠孔６の下端部に設けられた内向きのフランジ３ａ
によって抜止めされている。
【００２７】
　また、錠孔６内には、錠シリンダ１６の上側位置に、その錠シリンダ１６により作動さ
れて掛け金９をロックするロック機構２１が組み込まれている。
【００２８】
　図２および図７に示すように、ロック機構２１は、錠シリンダ１６により回動されるテ
ールピース２２と、そのテールピース２２の上側部に設けられた円形のストッパプレート
２３と、そのストッパプレート２３の上側に設けられた円柱状のロッキングピース２４と
、そのロッキングピース２４と掛け金９の一対の脚部７、８間に組み込まれたボール２５
とを有している。
【００２９】
　テールピース２２は、錠シリンダ１６における内筒１８の上端部に嵌合されて回り止め
され、内筒１８と一体に回転する。そのテールピース２２の上面には径方向に延びる断面
角形のキー２６が設けられ、そのキー２６はストッパプレート２３に形成された孔２７内
において回転自在とされている。また、テールピース２２の外周上部には小径円筒面２８
が形成され、その小径円筒面２８にＯリング２９が嵌合されている。Ｏリング２９は小径
円筒面２８および錠孔６の内径面に弾性接触して、小径円筒面２８と錠孔６の内径面間を
シールしている。
【００３０】
　ストッパプレート２３は、外周対向位置に形成された一対の突片３０と錠孔６の内周対
向位置に形成された縦溝３１の嵌合によって回り止めされている。また、ストッパプレー
ト２３における孔２７の内周対向位置には一対の突起３２が形成され、その突起３２に対
するキー２６の当接によりテールピース２２および内筒１８の回転角が規制される。実施
の形態では、テールピース２２および内筒１８の回転角を９０°としている。
【００３１】
　ロッキングピース２４には、その下端面に径方向に延びるキー孔３３が形成され、その
キー孔３３に対するキー２６の嵌合によってロッキングピース２４はテールピース２２と
一体に回転する。
【００３２】
　また、ロッキングピース２４には、その外周上部に円筒状の保持面３４と、外周の対向
位置に一対の軸方向溝３５が設けられている。円筒状保持面３４は係合位置に配置された
ボール２５と対向する状態において、そのボール２５の内方向への移動を阻止してボール
２５を係合位置に保持する。ここで、ボール２５の係合位置とは、後述するように、掛け
金９の一対の脚部１０、１１に形成された切欠部３８にボール２５が嵌まり込む位置をい
う。
【００３３】
　軸方向溝３５は、ボール２５の外周一部を収容可能とする深さとされ、係合位置のボー
ル２５が係合解除する方向に向けての移動を許容する。
【００３４】
　図２に示すように、ボール２５は、錠孔６と一対の脚部挿入孔７、８のそれぞれを連通
するようにして形成された一対のポケット３６、３７のそれぞれに収容されて、掛け金９
の一対の脚部１０、１１の内周対向位置に形成された切欠部３８に対して係脱自在とされ
ている。
【００３５】
　ここで、長脚部１１には切欠部３８の下側に軸方向に長く延びる盗み部１１ａが形成さ
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れ、その盗み部１１ａの下端部に形成された段部１１ｂのボール２５に対する係合によっ
て長脚部１１は抜止めされる。その長脚部１１の抜止め状態において、短脚部１０は脚部
挿入孔７から抜け出る状態とされている。
【００３６】
　錠孔６の上部には、ロッキングピース２４が錠孔６の上側開口から抜け出るのを防止す
る抜止めプレート３９が嵌合され、その抜止めプレート３９は錠孔６の上側部に取り付け
た止め輪４０によって抜止めされている。
【００３７】
　錠本体１の上面に形成された前述のプレート嵌合凹部２には一対の薄金属板からなる保
護プレート４１、４２が嵌合されている。図２および図７に示すように、上側の保護プレ
ート４１の一端部には下側の保持プレート４２の一端部に形成された孔４３から脚部挿入
孔７に嵌合される筒部４４が設けられている。筒部４４には、ポケット３６と対向する位
置にボール孔４５が形成され、そのボール孔４５にボール２５が組み込まれている。
【００３８】
　また、上側の保護プレート４１および下側の保護プレート４２の他端部には、掛け金９
の長脚部１１が挿入される孔４６が設けられている。
【００３９】
　図２に示すように、錠本体１に形成された一対の脚部挿入孔７、８のうち、短脚部１０
が挿入された脚部挿入孔７内にはスライドピン５０が挿入されている。スライドピン５０
は上端部には第１段部１２と上下で対向し、その第１段部１２に対する当接によってスラ
イドピン５０が脚部挿入孔７の下端から抜け出るのを防止する頭部５１が設けられている
。頭部５１の形成に際し、ここでは、スライドピン５０の端面に頭部付きビスをねじ込む
ようにしている。
【００４０】
　スライドピン５０の脚部挿入孔７の下端開口から下方に突出する下端部にはシリンダキ
ャップ５２の一端部が固定されている。シリンダキャップ５２は、スライドピン５０を中
心にして回転自在とされている。また、シリンダキャップ５２は、錠本体１の膨出部４の
除く下面と同一形状で同一の大きさとされおり、その揺動側の端部外側面５３は膨出部４
の内側面５に沿う円弧状の凸曲面とされている。
【００４１】
　シリンダキャップ５２の揺動側端部の上面には、錠本体１の下面に形成された円形突出
部３と対向する位置に凹部５４が形成され、その凹部５４内にゴム等の弾性体からなるキ
ャップシール５５が嵌合され、接着による手段等を介して固着されている。
【００４２】
　キャップシール５５は、円筒状の周壁５５ａを有し、その周壁５５ａは錠本体１の円形
突出部３を収容可能とする大きさとされている。また、周壁５５ａは開口端部がシリンダ
キャップ５２の上面より上方に僅かに突出する軸方向長さとされている。
【００４３】
　シリンダキャップ５２は、スライドピン５０の頭部５１と脚部挿入孔７の第２段部２３
間に組み込まれたコイルスプリングからなる弾性部材５６により上向きに付勢されて、キ
ャップシール５５における周壁５５ａの開口端面が錠本体１の下面に密着し、錠シリンダ
１６のキー孔１９を密閉して水や塵埃等の異物が侵入するのを防止している。
【００４４】
　実施の形態で示す南京錠は上記の構造からなり、図２は、掛け金９の脚部１０、１１に
形成された切欠部３８にボール２５が係合し、そのボール２５がロッキングピース２４の
円筒状保持面３４により係合位置に保持されて、掛け金９がロックされた状態を示してい
る。
【００４５】
　また、シリンダキャップ５２は錠本体１の下面に重なり合う閉鎖位置に保持され、その
シリンダキャップ５２により錠シリンダ１６のキー孔１９が閉鎖された状態を示している
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。
【００４６】
　屋外に設けられた施錠対象物の施錠に際しては、シリンダキャップ５２を開放し、錠本
体１の突出部３の下面に露出する錠シリンダ１６のキー孔１９に操作キー２０を挿入し、
その操作キー２０の回動操作により掛け金９のロックを解除し、掛け金９を引く操作によ
り短脚部１０を外部に引き出し、その掛け金９によって施錠対象物を施錠する。
【００４７】
　ここで、シリンダキャップ５２の開放に際しては、シリンダキャップ５２を弾性部材５
６の弾性に抗して引き下げ、図２の鎖線Ｐ１で示すように、シリンダキャップ５２を錠本
体１の下面からを離反させた状態で、スライドピン５０を中心にシリンダキャップ５２を
回動させ、そのシリンダキャップ５２の揺動側端部を周方向に１８０°回動させて、図３
の鎖線Ｐ２で示すように、突出部３と対向する位置から周方向に退避させ、その回動後に
シリンダキャップ５２の保持を解除する。
【００４８】
　上記のように、シリンダキャップ５２を１８０°回動して揺動側端部を突出部３から退
避させることにより、図５に示すように、錠シリンダ１６のキー孔１９が外部に露出する
。また、シリンダキャップ５２の回動後、保持を解除すると、弾性部材５６の弾性により
シリンダキャップ５２が引き上げられ、図３に示すように、揺動中心側の端部が突出部３
に当接して停止状態とされる。
【００４９】
　図３に示すように、キー孔１９が開放された状態で、そのキー孔１９に操作キー２０を
挿入して回転させると、内筒１８が回転し、その回転はテールピース２２からロッキング
ピース２４に伝達されてロッキングピース２４が回転する。そのロッキングピース２４を
９０°回転させると、ロッキングピース２４に形成された軸方向溝３５がボール２５と対
向し、ボール２５のロックを解除する。
【００５０】
　そこで、掛け金９を引くと、図６に示すように、切欠部３８からボール２５が抜け出し
てロッキングピース２４の軸方向溝３５に嵌合し、短脚部１０が脚部挿入孔７から抜け出
し、掛け金９を施錠対象物に対して掛け外しすることができる。
【００５１】
　また、掛け金９を施錠対象物に掛け、掛け金９の短脚部１０を脚部挿入孔７に位置合わ
せした後、掛け金９を押し込むことにより短脚部１０が脚部挿入孔７内に挿入される。そ
の挿入後、操作キー２０を復帰回動させると、ロッキングピース２４が回動し、軸方向溝
３５の開口部のエッジでボール２５が外方に押し出されて脚部１０、１１の切欠部３８に
係合する。その係合後、円筒状保持面３４がボール２５と対向して、ボール２５が係合位
置に保持され、掛け金９がロック状態とされて施錠対象物は施錠される。
【００５２】
　また、施錠後においては、図６に示すシリンダキャップ５２を保持して引き下げ、図３
の鎖線Ｐ２で示す位置までシリンダキャップ５２を引き下げた後、スライドピン５０を中
心にして図２の鎖線Ｐ１で示す位置まで回動させ、弾性部材５６の復元弾性によりシリン
ダキャップ５２を錠本体１の下面に向けて移動させて、キャップシール５５の周壁５５ａ
を錠本体１の下面に密着させる。その密着によって、キー孔１９がキャップシール５５で
覆われることになり、水や塵埃等の異物がキー孔１９に侵入するのが防止される。
【００５３】
　実施の形態で示す南京錠においては、上記のように、シリンダキャップ５２を引き下げ
てスライドピン５０を中心に回動させると、シリンダキャップ５２の揺動側端部が錠孔６
の下端開口と対向する位置から退避してキー孔１９が露出し、開放状態とされたシリンダ
キャップ５２を揺動側端部が錠孔６の下端開口と対向する位置まで復帰させて引き下げを
解除すると、弾性部材５６の弾性力によりが引き上げられてキャップシール５５の周壁５
５ａが錠本体１の下面に密着し、キー孔が隠蔽されるため、キー孔１９を極めて簡単に開
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【００５４】
　また、弾性部材５６の弾性力でキャップシール５５の周壁５５ａが錠本体１の下面に密
着させるため、良好なシール性を得ることができる。
【符号の説明】
【００５５】
１　　錠本体
６　　錠孔
７、８　　脚部挿入孔
９　　掛け金
１０　短脚部
１１　長脚部
１４、１５　通水孔
１６　錠シリンダ
１９　キー孔
２０　操作キー
２１　ロック機構
２２　テールピース
２４　ロッキングピース
２５　ボール
３４　保持面
３５　軸方向溝
３６、３７　ポケット
５０　スライドピン
５２　シリンダキャップ
５５　キャップシール
５６　弾性部材
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